
養
殖
漁
村
の
成
立
と
そ
の
地
理
学
的
背
景

60　（88e＞

大

島

襲

二

ζ
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門
要
約
回
　
資
本
の
漁
村
の
中
に
養
殖
漁
村
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
翼
わ
れ
は
じ
め
る
の
は
徳
川
中
期
か
ら
と
考
え
て
よ
い
。
養
殖
漁
村
の
形
成
の
歴
史

は
水
産
養
殖
業
そ
の
も
の
の
発
展
史
か
ら
比
べ
る
と
時
間
的
に
常
に
一
翻
ず
つ
お
く
れ
る
の
は
、
こ
の
分
野
の
独
自
性
に
よ
る
と
考
え
て
よ
い
。
本
論
で

は
ま
ず
前
提
と
し
て
の
水
産
養
殖
業
発
展
史
に
触
れ
た
あ
と
で
、
成
立
の
古
い
養
殖
漁
村
の
例
と
し
て
広
島
湾
の
カ
キ
養
殖
地
帯
を
史
料
的
に
分
析
す
る
。

他
方
、
近
代
産
業
の
中
で
水
産
養
殖
業
の
占
め
る
位
置
は
、
た
だ
単
に
漁
業
の
一
分
野
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
第
一
次
・
第
二
次
産
業
と
の
競
合

に
お
い
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
養
殖
漁
村
そ
の
も
の
の
変
貌
の
過
程
を
、
第
二
次
漁
業
セ
ン
サ
ス
（
一
九
五
圏
年
）
と
第
三
次
漁
業
セ
ン
サ
ス
（
一

九
六
三
年
）
の
約
一
〇
年
の
間
隔
を
も
っ
て
比
較
し
、
三
陸
地
方
や
三
重
県
を
例
と
し
な
が
ら
、
そ
の
専
業
化
・
企
業
化
の
趨
勢
を
統
計
処
理
に
よ
っ
て

分
析
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
四
九
巻
六
号
　
一
九
穴
穴
年
＝
月

　
わ
が
国
の
水
産
業
の
中
で
、
養
殖
部
門
の
占
め
る
位
置
が
漸
増
し

つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
水
産
業
を
大
別

し
て
、
漁
携
・
水
産
養
殖
・
水
産
加
工
の
三
部
門
に
分
け
る
の
は
、

も
っ
と
も
妥
当
な
分
類
で
あ
る
。
そ
し
て
通
常
、
漁
業
と
い
う
語
は

漁
携
漁
業
の
部
門
を
さ
す
と
書
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
使
わ
れ
方
を
す
る

の
に
対
し
、
養
殖
・
加
工
の
部
門
は
、
比
較
的
に
発
生
の
新
し
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
三
部
門
に
応
じ
て
漁
村
を
分
け
る
場
合
も
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
至
聖
漁
村
（
こ
の
場
合
も
、
漁
携
の
二
字
を
省
略

し
て
よ
い
。
こ
れ
が
更
に
遠
洋
漁
村
・
沿
岸
漁
村
と
か
、
釣
延
縄
漁
村
・
定

置
網
漁
村
と
か
に
分
け
ら
れ
る
）
で
あ
っ
て
、
養
殖
漁
村
・
製
造
漁
村

と
い
う
呼
称
の
も
の
は
、
む
し
ろ
極
め
て
特
殊
の
も
の
で
あ
る
。

　
い
ま
養
殖
漁
村
の
沿
革
を
説
く
に
当
っ
て
、
養
随
漁
業
そ
の
も
の

の
歴
史
を
裂
く
こ
と
は
蜜
然
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意

し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
養
殖
と
い
う
技
術
の
発
生
が
、
た
だ
単
に

漁
法
の
変
化
、
技
術
の
進
歩
と
い
う
形
で
、
漁
獲
物
の
多
獲
へ
の
一

助
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
本
来
は
「
あ
る
も
の
を
獲
得
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す
る
」
と
い
う
漁
業
の
奪
取
経
済
的
な
考
え
方
か
ら
、
資
源
の
保

護
・
繁
殖
や
、
漁
獲
物
の
質
的
向
上
、
さ
ら
に
収
獲
の
恒
常
化
と
生

産
の
計
画
化
な
ど
の
、
企
業
的
経
済
へ
の
脱
皮
と
い
う
、
い
わ
ば
漁

業
発
展
史
に
お
け
る
革
命
的
変
化
を
齎
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
漁
村
と

い
う
面
か
ら
見
て
も
、
第
一
次
産
業
の
中
の
養
殖
漁
業
と
し
て
だ
け

で
は
解
釈
し
尽
さ
れ
な
い
も
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
工
業
の
一
部

と
同
じ
よ
う
な
労
働
力
、
資
本
の
動
き
方
や
、
農
業
と
極
め
て
類
似

し
た
生
産
管
理
と
労
働
力
季
節
配
分
な
ど
が
加
味
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ

る
「
と
る
漁
業
か
ら
つ
く
る
漁
業
へ
」
と
い
う
表
現
の
示
す
よ
う
な

、
意
識
の
上
で
の
根
本
的
変
革
が
具
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
漁
業
着
（
漁
携
漁
業
の
）
の
一
部
が
養
殖
漁
業
へ
転
身
す
る

だ
け
で
は
な
く
て
、
農
業
岩
や
商
工
業
者
か
ら
の
転
身
を
大
幅
に
加

え
入
れ
て
養
殖
漁
業
者
が
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
来

の
漁
業
と
か
漁
村
と
い
う
語
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
対
し
て
は
、
か

な
り
異
質
な
性
格
を
も
包
括
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
前
言
と
し
て
お
き
た
い
。

養
殖
漁
業
の
沿
革

養
殖
漁
業
の
発
展
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
②

羽
原
塁
審
は
、

9
上
代
か
ら
中

世
の
観
賞
用
淡
水
魚
蕃
殖
の
時
代
、
⇔
近
世
の
諸
大
名
の
殖
産
興
業

時
代
、
㊨
近
代
に
お
け
る
集
約
的
生
産
の
時
代
、
と
分
け
て
い
る
が
、

　
　
③

筆
者
は
こ
れ
を

　
第
一
期
江
戸
時
代
以
前
に
発
足
の
も
の

　
第
二
期
　
明
治
・
大
正
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
も
の

　
第
三
期
　
戦
後
、
こ
と
に
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
の
略
の

と
分
け
て
、
上
代
か
ら
近
世
ま
で
を
一
括
す
る
代
り
に
近
代
産
業
の

中
で
の
時
代
を
第
二
次
大
戦
を
境
に
し
て
二
分
す
る
試
み
を
し
て
い

る
。

　
第
一
期
に
発
足
し
た
養
殖
水
産
物
は
、
コ
イ
・
金
魚
・
ノ
リ
・
カ

キ
で
あ
り
、
第
二
期
に
は
、
サ
ケ
も
マ
ス
・
ウ
ナ
ギ
・
真
珠
が
企
業

化
さ
れ
、
第
三
期
を
代
表
す
る
も
の
は
、
真
珠
母
貝
・
ハ
マ
チ
・
フ

グ
・
ク
ル
マ
エ
ビ
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
本
論
の
養
殖
漁
村
と
い
う

点
に
絞
る
と
、
一
村
一
地
域
あ
げ
て
こ
れ
に
従
事
す
る
も
の
と
し
て

は
、
第
一
㎝
期
成
立
は
、
ノ
リ
（
東
京
湾
）
、
カ
キ
（
広
島
湾
）
、
籠
謂
二

期
成
立
で
は
、
真
珠
（
志
摩
半
島
）
、
ウ
ナ
ギ
（
浜
名
湖
）
、
第
三
期

成
立
で
は
、
真
珠
母
貝
・
ハ
マ
チ
（
と
も
に
西
目
本
を
中
心
に
各
地

に
事
例
が
現
れ
る
）
く
ら
い
し
か
な
い
。

　
な
お
、
戦
后
の
漁
業
振
興
策
と
し
て
、
養
殖
部
門
の
取
上
げ
ら
れ
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方
が
華
や
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
総
漁
獲
量
に
対

す
る
養
殖
漁
獲
量
の
比
率
は
、
数
量
単
位
で
は
、
明
治
四
三
年
（
一

九
一
〇
）
五
・
六
％
が
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
　
工
。
一
二
％
、
　
昭
和
r

一
五
年
（
一
九
四
〇
）
四
・
二
％
と
、
む
し
ろ
い
っ
た
ん
低
下
し
て
、

昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
漸
く
六
・
○
％
に
挽
回
し
た
に
過
ぎ
ず
、

こ
の
こ
と
は
大
正
年
間
か
ら
戦
前
に
か
け
て
、
漁
携
漁
業
の
飛
躍
的

発
展
の
中
に
養
殖
部
門
が
陽
の
国
を
浴
び
な
か
っ
た
事
情
を
物
語
り
、

し
か
も
そ
の
中
で
、
一
方
で
は
金
額
単
位
で
そ
の
時
期
に
大
正
八
年

（一

繹
鼡
縺
j
二
・
二
％
か
ら
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
四
・
○
％

と
約
二
倍
に
伸
び
て
い
る
の
は
、
徐
々
に
収
益
本
位
の
養
殖
対
象
に

向
け
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
の
一
端
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
一
期
は
遡
れ
ば
古
代
・
中
世
の
愛
玩
観
賞
用
淡
水
魚
の
飼
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
く
り

に
始
ま
る
。
　
「
日
本
書
紀
」
の
景
行
紀
四
年
の
条
に
「
美
濃
、
泳
宮

く
く
り
の
み
や
　
　
　
こ
　
い
　
　
　
　
は
な
　
　
　
　
　
　
　
み
そ
な
わ
　
　
　
あ
そ

（
雄
節
利
能
弥
椰
）
。
鯉
魚
を
池
に
浮
ち
て
朝
夕
に
臨
讃
し
て
戯
遊
び

た
ま
う
」
と
あ
る
の
が
、
養
魚
に
関
す
る
最
古
の
史
料
と
考
え
ら
れ

る
。
宮
廷
や
貴
族
被
会
で
は
邸
内
に
庭
園
を
造
営
す
る
に
際
し
、
必

ず
池
を
造
っ
て
魚
を
放
ち
、
観
賞
や
釣
遊
に
供
し
た
と
い
う
か
ら
、

一
部
の
淡
水
魚
、
こ
と
に
コ
イ
の
よ
う
な
飼
育
の
容
易
な
も
の
が
一

般
化
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
平
安
朝
末
期
の
「
今
昔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
る

物
語
」
に
は
、
河
原
左
大
臣
、
源
融
が
陸
前
塩
釜
浦
に
擬
し
た
海
水

池
を
造
っ
て
、
毎
日
難
波
か
ら
海
水
二
十
魁
を
汲
入
れ
た
と
い
う
か

ら
、
海
水
魚
は
無
理
と
し
て
も
、
観
賞
用
の
藻
類
、
貝
類
の
飼
育
も

試
み
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
ず
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
九
世
紀
末
か
一
〇

世
紀
初
頭
と
し
て
は
極
め
て
異
色
の
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
で
は
、
純
粋
に
漁
業
の
目
的
か
ら
、
魚
族
保
護
の
制
度
が
布

か
れ
、
こ
れ
が
や
が
て
は
仏
教
的
な
殺
生
禁
断
の
思
想
に
連
る
こ
と

　
　
　
　
④

も
興
味
深
い
。
稚
魚
の
捕
獲
制
限
と
、
蕃
殖
水
域
で
の
漁
法
制
限
は
、

や
が
て
は
養
殖
の
初
期
の
形
態
で
あ
る
市
島
へ
と
進
む
こ
と
に
も
な

る
の
で
あ
る
が
、
天
武
紀
四
年
に
は
「
諸
国
に
増
し
て
曰
く
、
今
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ

以
后
、
諸
の
漁
獲
者
を
制
め
（
中
略
）
、
亦
た
四
月
朔
よ
り
以
后
九
月

　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
さ
　
ぎ
　
り
　
　
　
や
な

滑
日
以
前
に
、
比
恵
沙
伎
理
の
梁
を
置
く
こ
と
継
れ
」
と
て
、
稚
魚

（
こ
こ
で
は
ア
ユ
）
の
乱
獲
を
制
し
禁
漁
期
と
禁
漁
法
と
を
定
め
て

お
り
、
持
統
紀
三
年
に
は
「
漁
猟
す
る
こ
と
、
摂
津
国
武
庫
の
隅
一

　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し
　
　
や

干
歩
の
内
（
中
略
）
禁
め
断
め
て
守
護
人
を
置
き
て
、
河
内
国
大
鳥

　
　
た
か
し
　
　
　
　
　
な
ず
ら

郡
の
高
脚
の
海
に
准
う
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
七
世
紀
の
こ
と
で
あ

る
が
、
八
世
紀
に
入
る
と
聖
法
意
の
仏
教
的
禁
断
が
強
化
さ
れ
る
。

し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
直
接
生
産
的
な
意
味
に
重
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点
を
お
い
た
養
殖
業
対
策
と
は
言
い
難
く
、
一
は
上
層
粒
会
の
観
賞

遊
戯
で
あ
り
、
他
は
仏
教
思
想
に
よ
る
禁
忌
禁
断
で
あ
っ
て
、
水
産

養
殖
業
の
繭
紬
と
呼
ぶ
に
は
程
遠
い
。
こ
と
に
仏
教
思
想
が
食
習
慣

に
制
約
を
加
え
た
結
果
、
一
時
的
に
は
漁
業
そ
の
も
の
も
、
停
滞
乃

至
は
退
歩
す
る
こ
と
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
藩
政
時
代
に
な
る
と
事
情
は
一
変
す
る
。
食
用
と
し
て
の

水
産
物
の
比
垂
が
増
大
す
る
の
に
伴
な
っ
て
、
そ
の
商
品
価
値
が
吟

味
さ
れ
、
交
通
・
商
業
の
発
達
を
契
機
と
し
て
、
他
地
域
に
生
産
さ

れ
る
水
産
生
物
を
移
殖
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
ま
た
飼
養

す
る
水
産
生
物
の
質
的
・
量
的
向
上
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
然
の

生
産
と
肩
を
並
べ
、
あ
る
い
は
他
地
方
の
同
種
の
養
殖
業
と
の
競
争

に
打
ち
克
と
う
と
い
う
努
力
が
見
ら
れ
る
に
至
る
。
封
建
諸
侯
の
存

在
は
こ
れ
ら
の
意
欲
を
勤
め
る
の
に
誠
に
．
好
都
合
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
り
、
政
治
的
・
経
済
的
な
裏
付
け
を
持
っ
て
、
学
者
・
技
術
者
を

動
員
し
た
殖
産
興
業
の
策
が
打
ち
樹
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

養
殖
は
始
め
て
事
業
化
さ
れ
て
行
き
、
養
殖
漁
村
の
三
一
も
こ
の
時

代
に
見
串
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
初
期
に
は
「
移
殖
」
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
養
殖
業
そ
の

も
の
を
地
理
学
的
に
見
る
時
、
類
似
の
環
境
の
中
に
生
物
が
「
分
布
」

し
、
ま
た
は
他
へ
「
移
動
」
し
「
適
応
」
す
る
と
い
う
生
物
地
理
学

的
命
題
、
人
間
の
側
で
い
う
な
ら
ば
、
技
術
の
門
伝
播
」
と
い
う
問

題
が
こ
こ
に
端
を
発
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
論
は
他
日
に
譲
る

と
し
て
、
具
体
例
の
い
く
つ
か
を
年
代
順
に
並
べ
て
冤
よ
う
。

　
（
年
次
）

天
正
一
八
年

（一

ﾜ
九
〇
〉

元
和
五
年

（一

Z
一
九
）

明
暦
年
間

（一

Z
五
五
～
五
八
）

万
治
年
間

（一

Z
五
八
～
六
一
）

〃延
宝
年
間

（一

Z
七
三
～
八
○
）

貞
享
年
聞

（一

Z
八
四
～
八
七
）

〃享
保
九
年

（一

ｵ
二
四
）

天
明
年
間

（一

ｵ
八
一
～
八
九
）

寛
政
元
年

（一

ｵ
八
九
）

文
政
四
年

（一

ｪ
一
二
）

（
魚
種
）

源
五
郎
プ
ナ

カ
　
キ

白
魚
・
ハ
ヤ

ハ
ヤ
・
マ
ス

源
五
郎
ブ
ナ

ハ
マ
グ
リ

ノ

リ

金カノ

魚キリ

コ
　
　
イ

エ
　
ビ

ノ

リ

（
移
殖
）
　
　
　
　
　
（
備
考
）

近
江
↓
諏
訪
湖
　
藩
主
日
根
野
氏

紀
伊
↓
広
島
湾
　
藩
主
浅
野
長
晟

漱
野
講
演
野
中
諮

伊
勢
宮
川
↓
同
訓

毒
鱒
神
田
川
　
〃

江
戸
毒
土
佐
湾

江
戸
↓
広
島
湾

江
戸
浅
草
↓
大
森
・

芝
川

　
　
毒
磐
城
松
用
三

州
斐
↓
大
和
郡
藩
三
沢
吉
重

　
　
↓
大
和

㍊
．
駿
河
－
．
諏
裏
伊
三
郎

江
戸
↓
上
総
大
堀
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〃
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
リ
　
　
　
江
戸
↓
遠
江
舞
阪
　
那
須
繊
又
七

壌
舗
四
蓋
九
）
ハ
・
グ
・
　
八
二
整
前
・
呉
下

　
癒
お
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
ノ
リ
が
紀
俳
和
歌
浦
へ
拡
が
り
、

コ
イ
が
食
用
魚
と
し
て
米
沢
藩
で
養
殖
を
奨
励
さ
れ
、
先
の
時
代
か

ら
飼
育
対
象
と
さ
れ
た
観
賞
用
淡
水
魚
も
、
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）

金
魚
が
明
か
ら
泉
州
堺
の
商
人
の
手
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
の
を
端

緒
と
し
て
、
ラ
ン
チ
ュ
ウ
は
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
一
六
）
に

中
国
か
ら
、
リ
ュ
ー
キ
ソ
は
安
永
雲
影
（
一
七
七
二
～
八
一
）
琉
球
か

ら
輪
入
さ
れ
て
、
文
化
・
文
政
以
後
は
貴
賎
を
問
わ
ず
飼
育
が
流
行

し
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
に
は
金
魚
の
飼
育
に
つ
い
て
の
書
が
出

版
さ
れ
て
、
の
ち
の
淡
水
魚
類
飼
育
に
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
他
に
、
移
殖
で
は
な
い
が
、
天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
八
九
）

大
村
藩
は
大
村
湾
内
の
真
珠
貝
保
護
繁
殖
の
法
を
定
め
て
、
漁
具
．

漁
法
の
糊
限
と
監
視
官
の
設
置
を
し
て
お
り
、
文
政
五
年
（
一
八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
お
も
て

二
）
越
後
村
上
藩
主
内
藤
玄
理
は
サ
ケ
の
増
殖
を
図
る
た
め
三
面
川

を
分
流
し
て
そ
の
支
流
を
密
然
産
卵
場
と
し
て
一
定
期
間
サ
ケ
お
よ

び
そ
の
稚
魚
を
捕
獲
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
い
わ
ゆ
る
「
御
止
め
川
」

の
制
を
布
い
た
の
ゆ
い
ず
れ
も
隠
る
禁
漁
の
制
度
か
ら
一
歩
進

ん
で
増
殖
へ
の
足
が
か
り
を
作
っ
た
も
の
と
し
て
特
筆
し
て
よ
い
。

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
函
館
の
人
、
山
田
文
右
衛
門
が
臼
高
国
沙

流
郡
海
浜
で
海
中
に
岩
石
や
陶
片
を
投
入
し
て
コ
ン
ブ
を
付
着
繁
殖

さ
せ
る
こ
と
を
発
案
し
た
の
は
、
の
ち
に
藻
類
養
殖
へ
の
一
般
的
癒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

用
と
な
っ
て
養
殖
業
発
展
史
の
中
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　
第
二
期
は
明
治
維
新
に
始
ま
る
明
治
政
府
の
全
面
的
な
殖
産
事
業

が
与
っ
て
力
が
あ
る
。
従
来
の
各
藩
単
位
の
局
部
的
な
奨
励
策
と
は

そ
の
規
模
を
異
に
す
る
が
、
こ
と
に
次
の
三
つ
の
要
点
が
大
き
な
働

き
を
す
る
。
そ
の
一
は
開
国
に
伴
な
う
外
国
の
技
術
の
導
入
で
あ
り
、

そ
の
二
は
生
物
学
の
発
達
と
そ
の
実
用
化
の
動
き
で
あ
り
、
そ
の
三

は
極
め
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
漁
獲
を
安
定
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
合

理
化
の
促
進
が
見
ら
れ
よ
う
と
す
る
兆
し
で
あ
る
。
こ
と
に
わ
が
国

の
産
業
革
命
期
と
さ
れ
る
日
清
・
日
露
の
戦
役
頃
か
ら
、
沿
岸
漁
業

が
急
激
に
分
化
し
、
一
は
遠
洋
出
漁
と
い
う
形
で
漁
業
の
企
業
化
が

行
な
わ
れ
て
資
本
の
集
中
へ
と
進
む
こ
と
に
な
り
、
他
方
で
は
養
殖
・

加
工
の
両
部
門
へ
の
積
極
的
な
試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
時
代
背
景
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
明
治
初
期
の
勧
農
局

が
外
国
技
術
遵
入
に
力
を
尽
し
、
の
ち
の
農
務
局
は
漁
業
法
を
欄
定
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し
て
、
漁
業
権
、
こ
と
に
区
劃
漁
業
権
を
安
定
さ
せ
、
機
構
の
末
端

部
で
は
各
府
県
水
産
試
験
場
が
直
接
現
場
の
問
題
と
取
組
む
姿
勢
を

持
っ
た
こ
と
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
次
々
に
新
し
い
養
殖
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
ま
ぎ
　
　
　
　
ひ
び

衛
の
発
案
を
生
む
に
至
っ
た
。
カ
キ
が
地
蒔
か
ら
細
革
、
さ
ら
に
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
だ

易
垂
下
法
、
鹿
瀬
垂
下
法
へ
と
進
み
、
ノ
リ
が
粗
朶
笈
か
ら
網
曳
、

浮
藻
へ
と
進
ん
だ
の
に
は
こ
の
よ
う
な
裏
付
け
が
あ
る
。

　
明
治
初
期
は
政
府
の
勧
業
政
策
の
積
極
性
が
新
し
い
時
代
を
築
き

は
じ
め
る
。
ま
ず
特
筆
す
べ
き
も
の
は
サ
ケ
・
マ
ス
の
人
工
艀
化
と

放
流
の
実
験
的
試
み
で
あ
る
。
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
フ
ィ
ラ
デ

ル
フ
ィ
ア
の
万
国
博
覧
会
に
派
遣
さ
れ
た
勧
農
局
技
師
関
沢
明
清
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
サ
ケ
・
マ
ス
人
工
購
化
放
流
の
技
術
を
学
び
取

り
、
翌
九
年
、
茨
城
梁
那
珂
川
に
お
い
て
サ
ケ
の
人
工
贈
化
放
流
試

験
を
行
な
っ
た
。
次
い
で
一
〇
年
、
北
海
道
渡
島
国
七
重
試
験
場
で

マ
ス
の
贈
化
放
流
も
試
み
ら
れ
、
荒
川
に
サ
ケ
稚
魚
を
放
流
、
埼
玉

県
北
足
立
郡
白
子
村
と
東
京
府
西
多
摩
郡
柚
木
村
に
養
魚
場
を
設
け
、

同
年
ア
メ
リ
カ
の
水
産
委
員
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
シ
ャ
ス
タ
山

麓
産
の
ニ
ジ
マ
ス
卵
一
万
粒
の
寄
贈
を
受
け
て
柚
木
養
魚
場
に
移
し

た
の
が
外
国
種
魚
族
を
わ
が
国
に
齋
ら
し
た
最
初
の
例
で
あ
る
。
一

一
年
、
滋
賀
県
坂
田
郡
醒
井
に
て
琵
琶
湖
産
ビ
ワ
マ
ス
の
人
工
贈
化
、

新
潟
県
憲
面
川
の
サ
ケ
薫
化
場
設
置
、
一
二
年
間
琵
琶
湖
マ
ス
を
野

尻
湖
お
よ
び
木
崎
湖
へ
、
＝
瓢
年
に
は
芦
ノ
湖
お
よ
び
中
禅
寺
湖
へ

移
殖
、
　
こ
の
明
治
二
二
年
目
一
八
八
○
）
に
は
ベ
ル
リ
ン
の
万
国
漁

業
博
覧
会
に
生
物
学
者
の
松
原
新
之
助
を
事
務
宮
と
し
て
派
遣
し
、

ド
イ
ツ
の
養
殖
技
術
を
摂
取
し
て
来
て
い
る
。
一
四
年
、
白
子
養
魚

場
に
サ
ケ
・
マ
ス
・
ニ
ジ
マ
ス
の
他
に
中
国
産
の
タ
ナ
ゴ
・
青
魚
を

養
殖
し
は
じ
め
て
い
る
。
明
治
二
〇
年
と
二
二
年
に
は
松
原
新
之
助

の
要
請
で
再
度
ア
メ
リ
カ
か
ら
ニ
ジ
マ
ス
卵
を
輸
入
し
て
中
禅
寺
湖

と
猪
苗
代
湖
に
放
流
、
二
一
年
に
は
北
海
道
胆
振
国
干
歳
村
に
サ
ケ

人
工
渚
化
場
、
；
瓢
年
に
は
根
室
国
虹
別
村
の
西
別
川
上
流
図
に
マ

ス
贈
議
場
を
設
け
た
。
三
三
年
に
は
ア
メ
リ
カ
水
産
会
か
ら
カ
ワ
マ

ス
卵
が
贈
ら
れ
た
が
輸
送
の
失
敗
で
全
部
を
失
い
、
翌
三
四
年
、
改

め
て
イ
ギ
リ
ス
駐
日
大
使
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
カ
ワ
マ
ス
卵
二
万
五
細

粒
を
日
光
の
湯
川
に
放
流
し
た
。
ベ
ニ
マ
ス
の
陸
封
型
で
あ
る
ヒ
メ

マ
ス
（
ア
イ
ヌ
語
、
カ
パ
チ
ェ
ッ
ポ
）
は
明
治
二
七
年
、
阿
寒
湖
か

ら
支
笏
湖
へ
移
殖
成
功
し
た
が
、
和
井
内
貞
行
は
永
年
の
苦
心
の
末

三
九
年
こ
れ
を
十
和
田
湖
に
移
殖
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
、
湖
沼
養

魚
へ
一
つ
の
大
き
な
道
標
を
樹
立
し
た
。

　
こ
の
時
期
の
養
殖
、
こ
と
に
繁
殖
保
護
の
漁
場
が
そ
れ
以
前
の
各
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藩
の
殖
産
興
業
の
策
の
施
さ
れ
た
場
所
を
踏
襲
し
て
い
る
例
が
少
く

な
い
の
も
、
養
殖
史
の
中
で
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
三
面
川
の

サ
ケ
購
化
場
が
村
上
藩
の
御
止
め
州
・
種
川
の
翻
に
倣
っ
て
い
る
ほ

か
長
崎
県
庁
が
明
治
一
八
年
に
相
し
た
真
珠
貝
禁
漁
の
令
は
大
村
藩

の
同
様
の
制
度
の
再
現
と
見
て
よ
い
。

　
政
府
の
勧
業
に
呼
応
す
る
民
間
篤
志
家
の
研
究
も
官
設
研
究
機
関

の
研
究
者
に
劣
ら
な
い
功
績
を
挙
げ
は
じ
め
る
。

　
さ
き
に
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
江
戸
の
長
州
候
邸
内
で
ス
ッ

ポ
ン
養
殖
の
端
緒
を
開
い
た
服
部
禽
次
郎
は
、
明
治
一
二
年
、
東
京

深
川
の
干
田
新
田
で
種
ウ
ナ
ギ
を
放
養
し
て
養
殖
業
を
興
し
、
三
二

年
に
は
浜
名
湖
に
養
殖
池
を
築
い
て
成
功
し
、
従
来
農
業
不
適
で
採

二
業
だ
け
に
依
存
し
て
い
た
湖
岸
五
〇
〇
町
歩
の
地
を
魚
田
と
化
す

る
と
と
も
に
、
翌
三
三
年
に
は
ス
ッ
ポ
ン
の
養
魚
池
も
こ
こ
に
設
け
、

コ
イ
・
ボ
ラ
・
ノ
リ
・
カ
キ
等
を
も
浜
名
湖
岸
で
併
養
し
て
養
殖
漁

村
の
形
成
を
見
る
に
至
っ
た
。

　
御
木
本
幸
吉
の
栄
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
真
珠
養
殖
は
、
明
治
二
六

年
（
一
八
九
一
一
一
）
東
大
教
授
箕
作
佳
吉
の
指
導
で
半
円
真
珠
に
成
功
、

四
〇
年
に
は
西
川
藤
吉
・
冤
瀬
辰
平
が
、
大
正
四
年
に
は
藤
田
昌
世

が
真
円
真
珠
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
方
法
で
完
成
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
特
許
と
し
て
独
占
さ
れ
て
い
た
が
、
の
ち
そ
の
技
法
が
公
開
さ
れ

る
に
伴
な
い
、
志
摩
半
島
は
真
珠
養
殖
地
域
と
し
て
世
界
的
な
地
位

を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
琵
琶
湖
の
小
ア
ユ
を
適
妾
な
河
川
に
放
流
す
れ
ば
天
然
ア
ユ
と
同

じ
よ
う
に
大
き
く
成
長
す
る
筈
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
ま
ず
滋
賀
県

水
簾
が
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
知
内
養
魚
場
で
試
験
に
成
功
し
、

石
川
千
代
松
は
大
正
二
年
、
こ
れ
を
多
摩
州
上
流
の
青
梅
付
近
に
放

流
し
て
み
ご
と
に
大
型
ア
ユ
に
成
長
さ
せ
、
爾
来
、
河
川
漁
業
の
一

つ
と
し
て
琵
琶
湖
周
辺
の
漁
家
の
ア
ユ
種
苗
配
給
と
、
こ
れ
を
放
流

す
る
各
河
川
の
河
川
漁
業
と
い
う
組
合
せ
の
養
殖
漁
業
が
新
紀
元
を

劃
し
、
の
ち
に
ダ
ム
や
人
造
湖
の
建
設
に
も
影
響
を
受
け
な
い
内
水

面
漁
業
と
し
て
、
マ
ス
類
と
と
も
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
に
至
る
。

　
第
一
期
発
生
の
養
殖
魚
種
に
関
し
て
も
、
こ
の
時
期
に
は
技
術
の

改
良
が
加
え
ら
れ
、
企
業
化
が
急
速
に
進
む
。
明
治
一
二
年
頃
、
千

葉
県
慰
津
郡
青
堀
村
の
平
野
武
治
郎
は
、
干
葉
・
神
奈
川
で
胞
子
を

付
着
さ
せ
た
胞
子
笈
を
、
大
森
・
品
川
の
ノ
リ
場
に
移
す
と
い
う
方

法
を
確
立
し
て
ノ
リ
養
殖
に
新
機
軸
を
生
み
出
し
、
明
治
一
四
年
、

農
務
局
が
神
奈
川
県
金
沢
海
岸
で
、
カ
キ
。
ナ
マ
コ
・
ア
ワ
ビ
の
蕃

殖
保
護
の
研
究
指
導
に
乗
り
出
し
て
か
ら
カ
キ
養
殖
の
技
術
研
究
も
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刺
戟
さ
れ
た
が
、
大
正
一
三
年
、
宮
城
新
樹
・
堀
重
蔵
は
金
沢
養
蠣

実
習
場
で
筏
式
垂
下
法
に
成
功
し
て
、
以
后
の
カ
キ
養
殖
普
及
に
益

す
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
利
用
海
面
が

飛
躍
的
に
拡
大
し
、
カ
キ
養
殖
漁
村
に
も
変
貌
が
見
ら
れ
る
に
移
っ

た
。　

以
上
の
よ
う
な
各
種
養
殖
業
の
個
々
の
発
展
と
並
行
し
て
養
殖
漁

業
に
関
す
る
組
織
機
構
や
音
度
法
律
が
完
備
さ
れ
た
こ
と
も
意
義
が

大
き
い
。
先
に
明
治
一
四
年
夏
農
商
務
省
水
産
課
が
発
足
し
て
濫
獲

昇
順
の
禁
令
が
布
か
れ
、
一
八
年
に
は
水
産
課
を
水
産
局
に
昇
格
し

て
、
漁
業
・
試
業
・
庶
務
の
三
課
を
新
設
、
一
九
年
に
は
漁
業
組
合
準

則
を
公
布
し
て
各
海
区
に
漁
業
組
合
を
設
立
し
て
い
る
。
二
四
年
に

は
第
一
回
の
全
国
水
産
事
項
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
集
計
は
二
五

年
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
水
産
局
は
こ
三
年
に
い
っ
た
ん
廃
止
さ
れ

た
が
三
〇
年
に
復
活
、
漁
携
・
水
産
の
二
方
と
な
り
、
三
四
年
に
は

い
わ
ゆ
る
旧
漁
業
法
が
公
布
さ
れ
、
四
三
年
に
は
明
治
漁
業
法
と
し

て
改
正
さ
れ
、
同
時
に
漁
業
組
合
令
む
施
行
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
第
一
圓
全
国
水
産
養
殖
大
会
が
開

催
さ
れ
て
、
外
国
魚
族
の
移
殖
、
活
魚
運
搬
、
魚
苗
の
配
給
、
お
よ
び
養

魚
餌
料
の
供
給
等
が
討
議
研
究
さ
れ
た
の
を
始
め
と
し
て
、
以
后
こ

の
会
議
が
養
殖
業
に
寄
与
す
る
こ
と
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
。
越
え

て
大
正
一
四
年
に
設
け
ら
れ
た
共
同
施
設
奨
励
補
助
金
制
度
が
農
漁

業
振
興
対
策
に
用
い
ら
れ
て
蔵
接
養
殖
事
業
を
促
進
さ
せ
、
翌
一
五

年
に
は
サ
ケ
・
マ
ス
増
殖
奨
励
補
助
金
制
度
の
成
立
と
な
っ
て
、
醒

井
（
滋
賀
県
）
・
河
口
（
山
梨
県
）
・
富
士
（
静
岡
県
）
・
月
山
（
山
形

県
）
等
の
養
退
場
が
整
備
さ
れ
、
サ
ケ
・
マ
ス
類
の
稚
魚
放
流
事
業

が
活
議
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
サ
ケ
・
マ
ス
以
外
の
優
良
魚

族
移
殖
事
業
の
促
進
に
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
昭
和
七
年
半

は
ア
ユ
・
ウ
ナ
ギ
の
増
殖
奨
励
策
も
開
始
さ
れ
、
そ
の
他
、
ワ
カ
サ

ギ
・
コ
イ
等
も
含
め
て
淡
水
養
殖
業
の
全
国
的
普
及
を
見
た
し
、
同

じ
昭
和
七
年
か
ら
は
海
面
養
殖
業
の
増
殖
奨
励
も
行
な
わ
れ
、
カ
キ
・

ア
ワ
ビ
・
ナ
マ
コ
・
聯
ソ
ブ
・
テ
ン
グ
サ
・
フ
ノ
リ
等
の
種
目
が
対

象
と
な
り
、
海
中
に
お
け
る
投
石
・
築
磯
・
魚
礁
設
置
等
が
普
及
し

た
。
昭
和
一
二
年
に
は
、
ア
ワ
ビ
・
テ
ン
グ
サ
・
フ
ノ
リ
・
ワ
カ
メ
・

エ
ビ
・
ウ
ナ
ギ
・
ア
ユ
・
ハ
マ
グ
リ
・
ア
サ
リ
・
ア
カ
ガ
イ
の
一
〇

種
類
の
水
産
物
に
つ
き
、
未
開
発
の
適
地
開
発
の
た
め
の
増
殖
面
造

成
・
苗
区
設
麗
・
種
苗
放
養
・
種
苗
採
取
等
の
施
設
に
助
成
策
が
構

ぜ
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
実
用
化
・
企
業
化
さ
れ
た
も
の
は
多
く
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は
な
く
、
戦
時
体
制
下
に
は
食
糧
増
産
と
各
種
原
料
確
保
と
い
う
目

的
か
ら
一
応
水
産
資
源
の
増
殖
へ
の
施
策
は
考
え
ら
れ
た
が
、
現
実

に
は
む
し
ろ
前
軍
癩
の
禁
止
で
真
珠
養
殖
業
が
一
統
捌
衝
体
に
糾
合

さ
れ
た
り
、
浜
名
湖
の
五
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
ウ
ナ
ギ
養
魚
池
が
埋

立
て
ら
れ
て
米
・
麦
・
甘
藷
の
生
産
に
振
り
替
え
ら
れ
た
り
し
て
、

養
殖
漁
業
は
停
滞
も
し
く
は
退
歩
し
、
養
殖
漁
村
も
一
時
的
に
は
そ

の
成
立
の
基
盤
を
失
っ
た
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
。

　
第
三
期
は
戦
后
の
経
済
．
事
情
の
園
復
と
歩
調
を
共
に
す
る
。
戦
后

の
第
一
の
段
階
で
は
カ
キ
と
真
珠
が
輸
出
と
い
う
目
標
に
対
し
て
立

上
る
。
仙
台
湾
の
種
ガ
キ
は
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
か
ら
ア
メ
リ

カ
向
け
輸
出
が
始
ま
っ
て
い
た
が
、
昭
和
五
年
、
一
四
、
○
○
○
箱

（一

?
の
種
ガ
キ
は
雨
露
で
；
一
、
○
○
○
個
以
上
、
切
詰
で
一
八
、
○
○
○

個
以
上
）
、
九
年
、
六
八
、
0
0
0
箱
に
達
し
て
い
た
輸
出
が
、
戦
争
を

境
に
し
て
一
時
杜
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
戦
后
の
昭
和
二

二
年
（
一
九
四
七
）
四
六
、
五
八
九
箱
を
出
荷
し
て
以
来
、
毎
年
四
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

五
万
箱
を
輸
撮
す
る
よ
う
に
な
り
、
漁
村
の
経
営
形
態
は
戦
前
以
上

に
安
定
し
て
来
た
。
真
珠
は
占
領
政
策
下
の
保
護
産
業
の
地
位
を
得

て
、
昭
和
二
六
年
目
一
九
五
一
）
真
珠
養
殖
事
業
法
の
公
布
に
よ
り

補
助
金
制
度
が
施
行
さ
れ
て
積
極
的
に
支
援
さ
れ
、
関
係
漁
村
の
真

珠
養
殖
専
業
化
は
極
め
て
急
速
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
九
年
の
漁
業
セ

ン
サ
ス
に
お
い
て
養
殖
漁
業
を
有
す
る
町
村
は
、
全
国
で
約
五
〇
〇

町
村
に
上
る
が
、
経
営
輩
下
に
お
い
て
も
漁
獲
高
に
お
い
て
も
、
全

漁
業
の
八
○
～
九
〇
％
を
浅
海
養
殖
で
占
め
る
と
い
う
顕
著
な
性
格

の
漁
村
を
数
多
く
持
っ
て
い
る
の
は
仙
台
湾
地
区
と
志
摩
半
島
地
区

の
ほ
か
は
、
ノ
リ
養
殖
の
千
葉
県
東
京
湾
岸
、
愛
知
県
三
河
湾
岸
、

三
重
県
伊
勢
湾
岸
、
熊
本
県
有
明
海
岸
と
カ
キ
養
殖
の
広
島
湾
と
い

う
旧
来
の
産
地
で
あ
る
。

　
上
谷
の
第
二
の
段
階
で
は
む
し
ろ
養
殖
漁
業
に
取
っ
て
致
命
的
な

事
が
起
り
始
め
る
。
こ
れ
は
工
業
の
発
達
に
伴
な
う
沿
岸
地
域
の
変

貌
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
ノ
リ
養
殖
漁
村
に
こ
の
例
が
顕
著
に
な
る
。

東
京
湾
で
は
六
郷
川
・
荒
川
・
江
戸
川
・
隅
田
川
の
河
口
部
分
が
漏

来
の
最
良
の
ノ
リ
場
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
既
に
大
正
末
年
か
ら
工
場

汚
水
に
よ
る
ノ
リ
の
腐
敗
が
現
れ
は
じ
め
て
い
た
。
こ
れ
が
都
市
廃

水
や
廃
塵
の
影
響
と
、
臨
海
工
業
地
造
成
で
直
接
問
接
に
追
立
て
を

喰
い
、
い
っ
た
ん
大
森
・
蒲
田
か
ら
木
更
津
方
面
や
金
沢
方
面
に
移

動
し
た
上
で
髪
際
に
は
そ
の
漁
場
水
面
そ
の
も
の
を
喪
失
し
て
終
止

符
を
打
つ
こ
と
に
な
る
。
千
葉
県
浦
安
地
方
で
は
明
治
二
九
年
（
一
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八
九
六
）
ノ
リ
養
殖
者
六
七
人
、
四
三
年
（
一
九
一
9
行
徳
塩
田
廃

止
に
伴
な
い
ノ
リ
養
殖
者
は
五
三
〇
人
と
増
加
、
戦
后
の
昭
和
一
一
九

年
（
一
九
五
四
）
に
二
、
八
七
〇
人
に
ま
で
伸
び
た
と
こ
ろ
で
そ
の

場
を
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
汀
線
か
ら
五
キ
ロ
位
ま
で
が
一

メ
ー
ト
ル
以
内
の
深
さ
で
あ
る
と
い
う
、
ノ
リ
網
場
と
し
て
の
適
性

と
、
造
成
用
地
と
し
て
の
適
性
を
兼
備
し
て
い
た
こ
と
に
因
る
。
一

方
間
接
的
に
は
養
殖
業
就
業
者
が
そ
の
ま
ま
工
場
労
働
者
と
し
て
吸

引
さ
れ
て
行
く
経
緯
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
三
重
県
川
越
村

を
は
じ
め
と
す
る
木
曾
岬
・
四
日
市
間
の
伊
勢
湾
奥
地
方
は
、
慶
応

征
年
（
一
八
六
七
）
平
生
重
右
衛
門
の
創
始
に
な
る
歴
史
の
古
い
ク
窟

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ノ
リ
産
地
で
あ
っ
た
が
、
四
日
帯
工
業
地
帯
が
形
成
さ
れ
る
と
、
漁

村
は
そ
の
ま
ま
新
規
労
働
力
供
給
源
と
な
り
、
ノ
リ
養
殖
そ
の
も
の

は
伊
勢
湾
南
部
か
ら
志
摩
半
島
へ
と
移
っ
て
、
ノ
リ
漁
場
と
し
て
は

質
的
に
も
劣
っ
た
地
方
で
僅
か
に
ア
オ
ノ
リ
生
産
が
余
命
を
保
つ
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
工
業
と
の
関
連
で
は
な
い
が
他
産

業
と
の
競
合
と
い
う
点
で
は
例
え
ば
カ
キ
養
殖
が
類
似
様
式
で
収
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
大
き
い
真
珠
に
移
行
す
る
例
も
少
く
な
い
。
三
重
県
的
矢
地
区
や

矢
口
浦
地
区
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。

　
レ
か
し
戦
后
の
第
三
の
段
階
と
し
て
従
来
と
は
全
く
異
っ
た
見
地

か
ら
養
殖
業
へ
の
新
し
い
期
待
も
生
じ
て
来
る
。
即
ち
沿
岸
漁
業
の

不
振
、
漁
獲
高
の
不
安
定
性
か
ら
、
翻
っ
て
藪
下
・
増
殖
の
可
能
性

の
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
ブ
リ
の
養
殖
が
香
川

　
あ
ん
ど

県
鼠
戸
池
で
成
功
し
て
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ハ
マ
チ
養
殖
と
し
て
瀬
戸

内
海
を
は
じ
め
と
し
て
頭
日
本
各
地
に
一
般
化
し
た
の
は
、
昭
和
三

一二

N
（
一
九
五
八
）
以
降
で
あ
り
、
　
ク
ル
マ
エ
ビ
・
ト
ラ
フ
グ
も
試

験
的
養
殖
か
ら
実
用
化
へ
の
目
箕
が
開
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、

・
マ
ダ
イ
・
カ
ワ
ハ
ギ
・
ボ
ラ
・
サ
ザ
エ
・
ア
ワ
ビ
・
ワ
カ
メ
等
に
つ

い
て
水
産
指
遵
の
総
力
を
挙
げ
て
実
験
が
重
ね
ら
れ
、
ま
た
は
進
歩

的
指
導
老
を
持
つ
漁
業
協
同
組
合
や
、
青
年
研
究
者
の
グ
ル
ー
プ
が
、

そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
次
々
に
技
術
的
展
開
を
企
図
し
て
い
る
。
養

殖
業
が
沿
岸
漁
業
の
危
機
を
救
う
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
期
待

は
、
そ
の
ま
ま
漁
村
の
停
滞
を
打
破
す
る
救
世
主
と
し
て
、
養
殖
漁

村
へ
の
変
革
を
各
地
に
具
現
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

二
　
養
殖
漁
村
の
成
立

　
「
漁
村
と
は
何
か
？
・
」
の
定
義
か
ら
筆
を
起
す
と
論
議
は
非
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
お

長
く
な
る
。
少
く
と
も
江
戸
時
代
に
は
地
方
の
行
政
単
位
と
し
て
の

村
と
、
浦
方
と
し
て
の
浦
と
が
、
貢
租
の
薦
で
も
、
権
利
の
面
で
も
、
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⑪

極
め
て
明
確
に
農
村
・
漁
村
の
別
を
持
っ
て
い
た
。
沿
岸
に
あ
り
な

が
ら
漁
業
権
を
持
た
な
か
っ
た
農
村
が
、
他
浦
の
支
配
に
委
せ
て
い

た
音
響
の
地
先
で
漁
業
を
行
な
お
う
と
い
う
要
求
か
ら
、
漁
業
権
紛

争
が
現
れ
て
来
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
半
農
半
漁
の
形
が
一
般
化
し
て
、
か
え
っ
て
漁
村
の
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

義
が
不
明
確
に
な
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
青
野
寿
郎
は
全
生
産
額

中
に
お
け
る
水
産
物
生
産
額
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
と
、
全
有
職
人
日

に
対
す
る
水
産
業
従
業
人
口
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
と
の
平
均
値
を
水

産
指
数
と
し
て
、
そ
の
数
値
の
七
〇
％
以
上
の
も
の
を
純
漁
村
、
五

〇
～
七
〇
％
を
漁
村
、
三
〇
～
五
〇
％
を
漁
業
に
重
点
を
置
く
半
農

半
漁
村
、
一
〇
～
三
〇
％
を
農
業
に
重
点
を
導
く
半
農
半
漁
村
、
一
〇

％
未
満
の
も
の
を
農
村
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
の
書
誌
漁
村
・

養
殖
漁
村
・
製
造
漁
村
に
は
具
体
的
な
数
燈
的
表
示
を
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
⑬

　
潮
見
秀
隆
は
漁
業
権
を
保
有
す
る
村
と
い
う
形
で
漁
村
を
把
え
て

い
る
の
で
、
そ
の
漁
業
権
の
種
類
か
ら
、
専
用
漁
業
権
の
村
、
特
別

漁
業
権
の
村
、
定
概
漁
業
権
の
村
、
区
劃
漁
業
権
の
村
、
と
四
つ
に

分
類
し
て
い
る
。
養
殖
漁
村
は
こ
の
う
ち
の
区
劃
漁
業
権
に
関
連
が

深
い
し
、
あ
る
意
味
で
は
区
劃
漁
業
権
の
村
を
そ
の
ま
ま
養
殖
漁
村

と
呼
ん
で
も
良
い
。

　
し
か
し
養
殖
漁
村
に
関
す
る
限
り
は
、
ま
ず
漁
村
と
分
類
し
て
、

次
に
そ
の
中
の
小
分
類
と
し
て
養
殖
漁
村
と
細
分
す
る
方
法
が
必
ず

し
も
正
し
い
と
は
書
い
難
い
。
飛
躍
し
た
論
法
か
も
知
れ
な
い
が
、

先
に
養
殖
漁
村
と
定
義
さ
れ
て
、
従
っ
て
漁
村
の
中
に
包
括
さ
れ
る
、

と
い
う
場
合
も
非
常
に
多
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
各
地
の
実
例
の
中

に
、
養
殖
業
を
営
む
た
め
に
漁
業
組
合
員
に
な
る
と
い
う
者
が
少
く

な
い
と
い
う
こ
と
と
も
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
本
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

農
業
地
帯
と
考
え
ら
れ
る
浜
名
湖
の
ウ
ナ
ギ
養
殖
地
帯
や
、
工
業
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

帯
の
一
部
で
あ
る
東
京
湾
の
ノ
リ
養
殖
地
帯
の
例
が
そ
れ
で
、
そ
こ

で
は
養
殖
業
経
営
体
の
比
率
が
全
水
産
経
営
体
の
中
に
占
め
る
比
率

こ
そ
九
〇
％
を
越
え
る
高
率
で
あ
っ
て
も
、
数
量
的
に
は
漁
村
と
い

う
範
疇
に
は
入
り
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
養
殖

業
と
い
う
も
の
が
水
面
を
場
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
全
水
産
業
の

一
環
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
と
し
て
の
性
格
に
お

い
て
は
、
そ
れ
自
体
が
直
接
、
近
代
農
業
や
工
業
と
肩
を
並
べ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。

　
な
お
、
昭
和
三
八
年
の
第
三
次
漁
業
セ
ン
サ
ス
に
お
い
て
は
漁
業

地
区
類
型
分
類
と
し
て
◎
か
ら
⑨
ま
で
に
分
け
て
お
り
浅
海
養
殖
漁

村
は
④
都
市
近
郊
の
も
の
、
⑤
そ
の
他
、
と
い
う
番
号
を
附
し
て
い
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る
が
、
そ
れ
は
、
漁
業
地
区
の
う
ち
五
大
都
甫
・
漁
港
・
沿
岸
漁
港

（
⑨
か
ら
③
ま
で
〉
を
除
い
た
も
の
を
漁
村
（
④
か
ら
⑨
ま
で
）
と
し
、

そ
の
う
ち
浅
海
養
殖
の
漁
獲
金
額
の
高
い
も
の
を
こ
の
分
類
に
定
義

し
て
い
る
。

　
景
観
的
に
養
殖
漁
村
を
把
握
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
容
易
で
あ
ろ
う
。

真
珠
筏
が
あ
り
、
ノ
リ
網
笈
が
あ
り
、
ハ
マ
チ
小
割
が
あ
る
海
薗
は
、

一
見
し
て
す
ぐ
判
別
で
き
る
の
で
あ
り
、
カ
キ
殻
が
積
ま
れ
、
餌
料

魚
が
運
ば
れ
る
景
観
も
見
出
し
や
す
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
可
視
的
に

養
殖
漁
村
を
弁
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
の
段
階
と
し
て
は
必

要
な
こ
と
で
さ
え
あ
る
。
し
か
も
可
視
的
に
景
観
的
に
養
殖
漁
村
で

あ
ろ
う
と
判
定
し
た
も
の
が
、
統
計
的
に
数
量
的
に
果
し
て
ど
の
よ

う
に
裏
付
け
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
む
し
ろ
、
第
一
の
段
階
、
漁
業
の
全
産
業
に
対
す
る

比
率
（
そ
れ
が
人
口
構
成
比
で
あ
ろ
う
生
産
額
で
あ
ろ
う
と
）
を
飛
び
越

え
て
、
第
二
の
段
階
、
つ
ま
り
養
殖
業
の
全
漁
業
に
対
す
る
比
率
を

見
た
方
が
、
養
殖
漁
村
の
姿
は
顕
著
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ

で
は
養
殖
部
門
以
外
の
水
産
業
の
存
在
は
さ
し
て
意
味
を
持
た
な
い

こ
と
、
し
た
が
っ
て
仮
に
漁
業
の
一
〇
〇
％
が
養
殖
業
で
あ
っ
て
も

よ
い
こ
と
に
気
付
く
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
他
の
陸
上
産

業
が
何
に
指
向
し
て
い
よ
う
と
も
、
海
面
に
関
す
る
限
り
は
養
殖
業

が
過
半
を
制
す
る
と
い
う
形
が
、
い
わ
ゆ
る
養
殖
漁
村
の
実
態
で
あ

る
。
そ
れ
は
有
職
人
口
比
で
あ
り
、
世
帯
比
で
あ
り
、
経
営
体
比
で

あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
あ
え
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
一

つ
に
つ
い
て
、
養
殖
業
に
関
す
る
も
の
が
全
水
産
業
の
中
に
五
〇
％

以
上
を
占
め
る
も
の
を
養
殖
漁
村
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て

次
に
、
同
様
に
し
て
生
産
量
や
漁
獲
蚤
と
い
う
表
現
で
の
、
数
量
と

金
額
の
面
で
も
、
養
殖
業
に
関
す
る
も
の
が
全
水
産
業
の
中
に
五
〇

％
以
上
を
占
め
る
も
の
を
同
じ
く
養
殖
漁
村
の
規
準
と
し
た
い
。

　
区
劃
漁
業
権
に
よ
る
養
殖
漁
村
の
定
義
は
明
確
で
あ
る
。
区
調
漁

業
権
と
は
「
水
面
を
区
劃
し
て
漁
業
を
為
す
の
権
利
漏
で
あ
り
、
そ

の
水
面
区
劃
の
様
式
に
よ
り
、
第
一
種
区
劃
漁
業
権
「
一
定
の
区
域

内
に
於
い
て
、
瓦
・
石
・
竹
・
二
等
を
沈
設
し
、
又
は
籏
を
建
設
し

て
な
す
養
殖
業
」
、
第
二
種
区
劃
漁
業
権
「
土
・
石
・
竹
・
木
等
の

囲
障
に
よ
り
限
界
せ
ら
れ
た
る
一
定
の
区
域
内
に
於
い
て
な
す
養
殖

業
」
、
第
三
種
区
劃
漁
業
権
「
第
二
号
の
外
一
定
の
区
域
内
に
於
い

て
な
す
養
殖
業
」
と
分
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
使
さ
れ
て
い
る

も
の
全
体
の
三
分
の
二
が
第
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
明
治

以
前
の
漁
村
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
、
個
人
持
ち
、
ま
た
は
仲
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間
持
ち
が
そ
の
ま
ま
引
継
が
れ
た
も
の
（
ノ
リ
・
カ
キ
の
先
進
地
に
多

い
）
と
、
組
合
優
先
と
い
う
原
則
の
下
に
、
個
人
・
会
社
・
公
共
団

体
（
市
町
村
）
と
い
う
順
に
並
ぶ
新
し
い
事
業
体
（
真
珠
・
ハ
マ
チ
の

養
殖
地
に
見
ら
れ
る
）
と
が
あ
り
、
区
劃
漁
業
の
免
許
件
数
で
い
え
ば
、

そ
の
分
布
は
三
重
・
広
島
・
宮
城
・
佐
賀
・
長
崎
と
い
う
各
県
、
い

い
か
え
れ
ば
、
仙
台
湾
・
志
摩
半
島
・
瀬
戸
内
海
・
有
明
海
・
大
村

湾
等
に
密
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
養
殖
漁
業
そ
の
も
の
の
分

布
を
示
し
て
い
る
。

　
一
例
と
し
て
広
島
湾
の
カ
キ
養
殖
漁
村
に
つ
い
て
資
料
を
繰
っ
て

　
　
⑱

み
よ
う
。
前
述
の
沿
革
史
か
ら
見
れ
ば
、
第
一
期
に
属
す
る
時
期
に

既
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
養
殖
漁
村
で
あ
る
が
、
数
量

の
現
れ
た
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、

8
、
安
芸
郡
矢
野
村
沿
革
（
明
治
＋
九
年
慣
行
届
）

　
此
蠣
煽
削
ハ
起
姻
ノ
年
門
月
日
及
ビ
発
起
者
｝
姓
名
ハ
不
詳
ナ
レ
ド
モ
、
享
保
な
＋

　
晒
ハ
ニ
ぬ
仕
テ
ハ
村
内
三
、
四
名
ノ
者
区
画
ヲ
定
ム
ル
ナ
ク
唯
｛
蠣
ノ
附
キ
易
キ

　
場
所
ヲ
適
撰
シ
藻
ヲ
設
ヶ
採
蠣
シ
来
り
シ
ニ
、
以
後
天
明
年
間
二
至
リ
テ

　
ハ
区
画
ヲ
宗
～
メ
、
遂
二
弐
拾
五
、
六
名
ノ
専
有
土
磁
ト
ナ
リ
、
隆
　
テ
享
和
年

　
間
ノ
頃
、
下
場
測
量
二
問
弱
齢
弐
町
横
雪
町
ト
改
定
セ
ラ
レ
タ
リ
、
之
ハ

職
葵
藩
御
船
手
支
配
二
曲
セ
シ
ニ
ヤ
、
其
当
時
御
船
奉
行
植
木
小
右
衛
門

殿
ヨ
リ
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
シ
　
畢
ア
リ
テ
処
断
ス
ル
岩
四
拾
五
名
ト
確
｛
疋
セ
ラ

レ
タ
ル
由
ナ
リ
、
払
別
顕
ノ
辮
臥
例
仕
訓
訓
ヲ
以
テ
爾
…
来
専
業
シ
来
り
、
維
新
明
〃

治
六
熱
論
於
テ
浮
雲
テ
慣
例
事
故
ノ
調
べ
ア
リ
シ
ニ
差
支
ヲ
以
テ
允
許
ヲ

受
ケ
自
今
二
専
撒
果
セ
ル
営
業
一
目
六
拾
名
ナ
リ

ど
て
、
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
三
五
）
三
、
四
名
か
ら
、
天
明
年
間

（一

ｵ
八
一
～
八
九
）
二
五
、
　
山
津
名
、
古
子
和
年
闇
凹
（
一
八
〇
一
～
一
二
）
剛
四

五
名
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
六
〇
名
と
従
事
者
数
が
増
加
し
、
そ

れ
が
免
許
を
受
け
た
公
認
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
瞬
ら
か
で
あ
る
。

⇔
、
佐
伯
郡
草
津
村
沿
革
（
第
二
圓
水
産
博
覧
総
出
贔
養
蠣
寡
卜
書
）

　
小
林
五
郎
左
衛
門
（
通
称
小
西
屋
五
郎
八
）
延
宝
年
間
草
津
村
ナ
ル
海
面

　
作
歯
ノ
地
ヲ
区
画
シ
テ
小
貝
類
ヲ
層
相
シ
ガ
、
其
周
辺
ノ
竹
枝
一
二
種
異

　
様
ノ
貝
類
魑
シ
ク
付
着
セ
ル
ラ
発
見
シ
、
細
心
注
意
シ
テ
成
育
ノ
状
況
ヲ

　
検
察
シ
、
並
二
始
メ
テ
人
工
養
殖
法
考
案
シ
、
爾
来
専
ラ
牡
蠣
ノ
繁
殖
ヲ

　
図
ル
ニ
至
レ
リ

⇔
、
同
村
（
文
政
八
年
乙
酉
三
生
場
免
許
書
）

　
文
政
八
年
酉
八
月
佐
伯
郡
草
津
村
波
止
場
堅
調
ノ
際
蠣
仲
間
ノ
歎
願
一
一
依

　
リ
蠣
置
場
免
許
ノ
事
、
態
申
立
ス

　
呼
量
薪
地
波
止
場
下
調
愛
撫
、
動
議
仲
間
ノ
者
共
ヨ
リ
蠣
生
場
之
儀
二
付
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申
串
候
趣
ヲ
以
テ
厚
ク
申
主
遣
シ
、
波
止
築
拡
メ
、
生
腸
三
ケ
暫
＝
ア
三

千
八
百
六
捨
四
坪
明
渡
、
並
二
水
羅
筋
ハ
水
芸
迄
相
調
遣
シ
候
二
付
、
入

用
吐
下
地
積
前
ト
ハ
相
増
候
処
、
其
方
共
ヨ
リ
願
出
至
聖
モ
有
之
、
依
テ

格
別
ヲ
以
テ
壱
株
二
付
冥
加
銀
三
拾
匁
ヅ
・
相
監
獄
様
申
付
取
立
可
能
出

汐
、
勿
論
右
等
之
儀
二
付
心
得
違
不
仕
様
可
申
二
者
也

　
文
政
八
年
酉
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
伯
郡
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
津
村
当
分
引
受
小
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
　
兵
　
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
頭
　
三

下
地
積
前
ト
ハ
以
前
上
納
セ
シ
額
ト
云
フ
意
ナ
リ
、
元
禄
年
中
奉
行
林
金

右
衛
門
支
配
ノ
時
草
津
村
三
三
運
上
銀
ハ
毎
年
壱
貫
臼
宛
ニ
シ
テ
、
三
次

領
主
へ
納
メ
タ
リ

　
兀
禄
↑
十
一
二
年
七
月
奉
行
林
金
右
衛
門
一
ヨ
リ
達
シ
タ
ル
蠣
仲
闇
四
取
締
脚
リ
ー
ケ

条
二
先
年
相
勤
候
仲
間
十
六
組
、
此
度
二
組
絹
添
、
都
合
十
八
組
二
相
定

ム
ト
ア
リ

享
保
二
十
年
五
月
年
寄
庄
屋
市
右
衛
門
ヨ
リ
達
シ
タ
ル
蠣
仲
間
定
法
ノ
ー

ケ
条
二
蠣
株
十
八
株
ヲ
定
法
ト
シ
テ
沖
合
干
潟
一
株
分
百
間
ノ
割
、
此
割

合
ヲ
以
テ
蠣
籔
建
場
所
選
入
廟
所
二
対
シ
三
百
目
宛
翌
年
三
月
限
り
可
差

　
出
是
迄
点
描
少
揃
燗
減
モ
有
之
候
｛
得
共
振
一
二
百
日
H
二
｛
疋
ム
コ
ト
ア
り

こ
の
両
資
料
で
草
津
の
カ
キ
の
沿
革
が
わ
か
る
が
、
文
中
の
蠣
仲
問

と
い
う
の
は
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
草
津
の
取
寄
役
河
面
仁
左

衛
門
が
三
次
藩
主
を
通
じ
て
幕
府
か
ら
免
許
を
受
け
、
一
株
三
人
共

同
で
一
六
株
の
蠣
仲
間
を
設
け
、
大
阪
表
へ
の
独
占
販
売
権
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
．

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
草
津
は
二
五
軒
株
と
な
り
、
一
株
は

　
　
　
　
あ
げ
　
　
　
　
み
い
り

七
反
、
夏
滋
場
と
身
入
場
と
、
大
阪
へ
行
く
カ
キ
船
一
隻
を
持
っ
て

　
　
　
　
⑱
、

い
た
と
い
う
。
以
下
、
資
料
に
は
こ
の
草
津
村
と
、
対
岸
仁
保
島
淵

崎
と
の
問
に
漁
場
紛
争
と
販
路
紛
争
が
絶
え
な
か
っ
た
経
緯
を
語
る

も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
大
阪
市
場
が
舞
台
と
な
っ
て
広
島
湾
沿
岸
の

海
田
。
坂
●
矢
野
や
、
淵
崎
・
丹
那
・
臼
宇
那
の
浦
々
が
カ
キ
の
商

業
的
生
産
を
競
う
よ
う
に
な
っ
た
次
第
が
浮
び
上
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
成
立
の
新
し
い
真
珠
養
殖
漁
村
や
、
現
に
養
殖
漁
村

と
変
貌
し
つ
つ
あ
る
ハ
蛇
チ
養
殖
漁
村
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
を
地

理
学
的
に
追
求
す
る
と
、
数
多
く
の
問
題
点
に
遭
遇
す
る
。
し
か
し
、

本
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
地
域
研
究
に
先
行
す
る
も

の
と
し
て
、
一
般
論
か
ら
説
き
進
も
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

成
立
の
古
い
一
例
に
だ
け
触
れ
て
他
を
割
愛
し
た
。
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三
　
養
殖
漁
村
へ
の
変
貌

　
養
殖
漁
業
が
あ
る
地
域
に
受
容
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
収
益
の
安
定

性
が
在
来
産
業
（
必
ず
し
も
水
産
業
部
門
の
中
と
は
限
ら
な
い
）
を
凌
ぐ

と
い
う
こ
と
を
地
域
の
住
民
が
納
得
し
た
時
に
限
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
概
し
て
着
旧
に
か
な
り
の
設
備
投
資
を
必
要
と
す
る
し
、
当

初
は
危
険
度
も
決
し
て
低
く
な
い
の
で
、
養
殖
業
へ
の
転
身
は
容
易

で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
経
営
形
態
そ
の
も
の
が
近
代
産
業
様

式
の
中
で
育
つ
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
計
画
生
産
と
計
画
出
荷
、
罐

詰
そ
の
他
の
加
工
部
門
と
の
結
含
、
技
術
設
備
の
科
学
的
研
究
と
そ

の
採
用
、
と
い
う
、
在
来
漁
業
に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
意
識
が
内

在
す
る
た
め
、
い
っ
た
ん
踏
切
れ
ば
爆
発
的
・
飛
躍
的
に
地
域
に
浸
’

透
し
、
地
域
を
変
革
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
地
域
に
養
殖
漁
業
が
入
る
か
、
あ
る
い

は
ど
う
い
う
地
域
が
養
殖
漁
村
と
し
て
生
れ
変
る
か
と
い
う
と
、
当

然
な
が
ら
次
の
鑓
種
類
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
6
　
従
来
、
何
ら
か
の
沿
岸
漁
業
の
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
養
殖
漁

　
　
業
に
着
課
す
る
場
合

　
⇔
　
従
来
、
沿
岸
漁
業
以
外
の
水
産
業
の
卓
越
し
て
い
た
と
こ
ろ

　
　
で
養
殖
漁
業
に
着
業
す
る
場
合

　
⇔
　
従
来
、
水
産
業
の
全
然
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
養
殖
漁
業
に
着

　
　
署
す
る
場
合

そ
し
て
、
養
殖
漁
業
が
定
着
し
た
上
で
改
め
て

　
㈲
　
さ
ら
に
他
の
養
殖
漁
業
が
加
わ
っ
て
競
合
ま
た
は
共
存
す
る

　
　
場
合

と
い
う
の
を
加
え
て
も
よ
い
。

　
沿
岸
漁
業
の
行
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
養
殖
業
が
入
る
例
は
最
も
普

遍
的
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
沿
岸
漁
村
と
い
う

も
の
が
地
先
水
面
を
作
業
の
場
と
し
て
お
り
、
そ
の
水
域
の
自
然
条

件
を
熱
上
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
水
域
か
ら
最
高
度
の
生
産
性
を

得
た
い
と
願
望
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
接
の
他
村
、
類
似
条
件

の
他
村
で
、
あ
る
種
の
養
殖
業
が
成
功
し
か
な
り
の
利
潤
を
揚
げ
て

い
る
と
わ
か
る
と
、
す
ぐ
に
そ
の
模
倣
が
起
る
。
そ
れ
が
そ
の
地
に

取
っ
て
適
当
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
は
先
進
他
村
を
凌
駕
し
て
ま
で
有

利
に
展
開
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
む
し
ろ
条
件

、
の
吟
味
不
充
分
の
ま
ま
模
倣
を
し
て
失
敗
を
す
る
例
も
あ
る
。
し
か

し
沿
岸
漁
業
の
継
続
的
な
不
振
は
、
い
く
つ
か
の
沿
岸
漁
村
を
や
む
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な
く
何
ら
か
の
養
殖
業
へ
駆
り
立
て
て
い
る
趨
勢
も
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。
水
産
行
政
指
導
機
関
や
研
究
機
関
が
、
挙
げ
て
「
つ
く
る

漁
業
」
へ
力
を
注
い
で
い
る
の
も
そ
の
傾
向
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。

な
お
、
単
に
沿
岸
漁
村
が
養
殖
漁
村
に
変
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
見
方

に
留
ま
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
沿
岸
漁
村
が
そ
れ
に
変
る
か
と
い
う
こ

と
に
注
録
す
る
と
、
一
は
採
景
藻
地
域
、
例
え
ば
潜
水
漁
業
の
盛
ん

な
と
こ
ろ
と
、
他
は
蓄
養
技
術
を
持
つ
例
え
ば
カ
ツ
オ
餌
イ
ワ
シ
供

給
地
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
活
魚
運
搬
業

者
や
種
苗
餌
料
取
次
の
任
に
当
る
者
が
養
殖
業
の
担
盗
老
に
な
る
、

　
　
　
　
　
　
⑲

と
い
う
例
が
多
く
、
そ
の
点
で
は
沿
岸
漁
村
に
お
け
る
商
業
者
も
真

紅
屋
さ
ん
ハ
マ
チ
屋
さ
ん
乏
い
う
新
し
い
職
種
の
漁
業
者
に
成
っ
て

い
る
。

　
沿
岸
漁
業
以
外
の
水
産
業
地
域
に
養
殖
業
が
入
る
例
は
ず
っ
と
少

く
な
る
。
そ
れ
が
遠
洋
漁
村
で
あ
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
老
人
や
婦
女
に

養
殖
を
担
当
さ
せ
て
主
力
で
あ
る
壮
年
男
子
は
外
を
向
い
て
い
る
。

そ
れ
が
製
造
漁
村
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
養
殖
部
門
へ
は
、
実
質
的

に
は
潜
在
失
業
労
働
力
と
で
も
い
う
べ
き
者
を
向
け
る
に
留
ま
る
。

い
ず
れ
も
他
の
水
産
業
の
方
が
、
少
く
と
も
こ
れ
迄
は
安
定
度
が
高

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
統
計
上
で
は
三
重
察
和
具
地
区
と

浜
島
地
区
に
真
珠
養
殖
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
遠
洋
漁
業
と
共
存
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
つ
し
か
し
実
質
的
に
は
間
崎
島
と
い
う
真
珠
多

額
納
税
者
の
多
い
島
が
行
政
上
和
具
に
属
し
、
御
木
本
養
殖
場
の
置

か
れ
た
大
崎
島
が
浜
島
町
に
あ
る
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
あ
っ
・

て
、
漁
船
乗
組
員
と
養
殖
業
従
業
員
と
は
お
互
い
に
本
来
別
の
層
の

　
　
　
　
⑳

入
間
で
あ
る
。

　
な
お
瀬
戸
内
海
の
廃
止
塩
田
が
ハ
マ
チ
や
ク
ル
マ
エ
ビ
の
養
殖
に

使
わ
れ
る
と
い
う
の
は
こ
の
分
野
の
例
と
し
て
良
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
第
三
の
水
産
業
の
な
か
っ
た
地
域
と
な
る
と
、
地
域
の
意
識
が
海

に
向
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
さ
ら
に
例
が
得
難
い
。
し
か
し
、

渥
美
湾
奥
の
牟
呂
吉
田
付
近
で
は
、
水
田
率
九
五
％
、
反
当
収
蚤
二
・

岩
石
、
一
戸
当
耕
地
面
積
一
・
五
町
歩
と
い
う
近
世
干
拓
新
田
を
持

っ
た
純
農
村
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浜
名
湖
か
ら
ウ
ナ
ギ
養
殖

が
伝
わ
る
と
、
干
拓
地
内
に
養
魚
地
を
設
け
、
六
五
戸
の
専
業
養
殖

業
者
が
一
二
五
町
歩
の
水
面
を
使
用
し
、
養
殖
業
経
営
件
数
で
は
全

水
産
業
に
対
す
る
比
率
が
九
二
％
を
超
え
る
と
い
う
新
し
い
養
殖
漁

村
が
形
成
さ
れ
る
。
ま
た
琵
琶
湖
畔
守
山
町
小
浜
地
区
で
は
、
農
家
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第1蓑　三陸地方の養殖漁家の変遜
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七
六
戸
、
農
地
八
三
町
歩
に
対
し
、
淡
水

真
珠
養
殖
の
会
社
二
と
養
殖
二
七
〇
町
歩

が
あ
り
、
急
速
な
発
展
で
琵
琶
湖
真
珠
の

声
価
を
上
げ
て
い
る
。
壱
岐
島
の
真
珠
養

殖
業
の
場
合
も
特
徴
的
な
事
例
で
あ
る
。

松
浦
藩
の
時
代
か
ら
の
農
漁
分
離
の
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
漕
い

が
徹
底
し
て
い
た
た
め
、
半
城
湾
に
面
す

る
部
分
に
は
漁
村
が
成
立
し
て
い
な
か
っ

た
。
せ
い
ぜ
い
、
明
治
以
降
に
沼
津
地
区

に
片
手
間
の
兼
業
漁
家
が
数
え
ら
れ
は
じ

め
た
だ
け
の
、
い
わ
ば
空
白
に
も
近
い
状

態
の
水
面
を
、
昭
和
三
〇
年
以
降
外
来
の

真
珠
業
者
が
利
用
し
出
し
た
と
い
う
姿
で

　
⑳

あ
る
。

　
第
四
の
問
題
、
あ
る
養
殖
漁
業
の
存
在

す
る
と
こ
ろ
へ
、
他
の
養
殖
漁
業
が
加
わ

っ
て
競
合
ま
た
は
共
存
す
る
場
合
に
つ
い

て
は
、
乱
髪
各
地
に
次
六
に
そ
の
例
が
串
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区

INNX加分　　　　　　　第3次減少分

現
し
て
来
て
い
て
、
い
ま
そ
れ
を
枚
挙
す
る
に
暇
が
な
い
。
養
殖
漁

業
そ
の
も
の
が
、
農
業
と
難
じ
よ
う
な
細
か
い
管
理
を
必
要
と
し
、

そ
れ
も
商
贔
作
物
の
栽
培
の
よ
う
な
企
業
的
計
画
性
を
持
つ
も
の
で

あ
る
か
ら
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
集
約
化
・
立
体
化
が
考
え
ら
れ

ag　1図三陸地方の養殖漁家率の変遷

る
。
例
え
ば
あ
る
種
の
養
殖
業
に
夏
場
の
労
働
力

が
宛
て
ら
れ
る
と
、
そ
れ
の
襲
作
と
し
て
冬
場
の

養
殖
業
が
で
き
な
い
か
と
考
え
、
上
層
水
面
を
利

用
す
る
養
殖
業
に
対
し
て
は
中
層
以
深
の
部
分
が

利
用
で
き
な
い
か
と
試
み
る
。
多
く
の
場
合
、
ど

う
せ
水
面
に
緻
密
な
注
意
力
を
注
ぐ
の
で
あ
る
か

ら
、
あ
と
は
そ
の
応
用
で
他
の
養
殖
を
付
加
す
る

こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
な
い
。
前
述
の
広
島
湾
の

カ
キ
が
そ
れ
以
前
の
ノ
リ
養
殖
や
ア
サ
リ
の
蓄
養

の
副
産
物
と
し
て
着
目
さ
れ
た
例
、
浜
名
湖
の
ノ

リ
・
カ
キ
養
殖
の
先
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
ウ
ナ

ギ
が
加
わ
り
ス
ッ
ポ
ン
が
加
わ
っ
た
経
緯
が
そ
れ

で
あ
り
、
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
真
珠
母
貝
と
ハ

マ
チ
を
併
養
し
て
い
る
宇
和
海
か
ら
宿
毛
湾
に
か

け
て
の
地
方
や
、
伊
勢
湾
を
追
わ
れ
た
ノ
リ
と
古

く
か
ら
の
真
珠
と
を
併
せ
受
容
し
て
い
る
英
虞
湾
か
ら
五
ケ
所
湾
の

地
方
の
漁
村
は
、
こ
と
ご
と
く
そ
の
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
養
殖
漁
村
と
し
て
形
を
成
し
た
も
の
が
、
さ
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第2衷　三璽県の養殖漁象の変遷

館3次センサス
Aく　　曾　　llllp　i　192　　　192 i　192

響｝　　曾　　」妻ξテ　1273　　】270 1　27e

赤須賀2241　183 1　183

城 南　1227　　1226 122曼

川 越1214　　i212 1　212

津 45　1　42 42

雲 ili　1　149　i　105 1　10s

香　　良　　渉1｛　1352　　1273 1　273

天 帥・31・・31 1　2e3　1

猟 （Mi　1　608　1　411 1　411

歯黒副276｛275｛ 1　27s　i

大 淀1277｛26列 1　，64　1

墨 差公　147g　　i　379 1　379

棄　　豊　浜i471　i219 1　219

大 t：奏　｝339　　1139 ほ39
伊 捌50「一）　1
今　　一　　色　 i119　　1116 1116

浦 重量i129　　　73　　　55　　　14 4

畔 蛸［57　　41 41

的 矢　i134　　i　116 27　1　89
飯 浜　1185　　i180 y7e　1　lo
国 W1122　1114 47　f　67
船 越　1165　　1141 141

片 fiヨ　｝217　　i　142 1　142

喰丁　方濫　　田　i27g　　i　215 1　21s

和 具　1327　　1181 1　181

越 賀　136　77 77

立 神1149　1　149 i　149

糾【 明　1164　　1164 1　164

鵜 方i61 60 一 i一 16G
浜 島　378 116i 一 一

116

迫 子1145 11451 ｝ 1一 i145
宿 1翻240 i2281 一 i一 1228

五 ケ 所　472 「耳721
… i　1 1471

迫 間1415 i412　i 一 i　2 410

礫 浦1206 i206　i ｝ 1一 1206
桐 賀1178 1137

一 1一 1137

阿 曾1382 1377i ｝ i一 1377

灘 浦1269 1255
一 1一 255

奈 屋i142 ｝1421 一 ！一 口42
神 前　23G 12301

一 i　1 229
方 座　138 135i ｛ 1一 巨35
古 和1236 i235　i 一 i一 i235

引 本1・・3 1・8・｝
6 1一 1暴7；

E　真珠養殖Dノリ養殖

肇霧2次センサス
A　I　B c D E

フ1く　　曾　　轟甲1191　　1180 1　lso

伊曾鳥12531237 1　237　1

桑 名｝239　91 91

域 南i209　　1205 1　20s

規 越　｝266　　i263 1263　1

津 ls6124i”1241
香　　良　　沙｛11130　　　　80　　　　－　　1　80　　｝

鵡　　i81　80 i　80

天 ts　1　103　1　103 i　103

曇巷　　　　1269　　｝180　　1 Ilso　1
西　　黒　　部1185　　1182 ほ82
∫｝｛　黒　　部1　14　1　14 i　14

下　　tfpm　　糸　i　36　　　　36 36　1

大 淀119　　1 1　l
北 重兵　i176　　！　33 32　IX．　1

豊 ift　1　222　1　166 i　166

宇治山田1・8・【17・t i・7・量

見｛・54172卜1　・2｝

鏡 濃墨　｝263　　　　13　　1　　g 1 3

長 舜副308　　3 1 1　2
的 矢1107　20i ｝ 20
磯 部；26　　1 1

1酬　41　　6 1 6

船 越口10　68 68
片 田1151　94 94
才巨　　施　　EH　i　260　　1143 1　143

具1249　96 1 96

越 賀178130 E 1　30

立 宇申110219017 83

神 明ほ31　87 3 1　76

鵜 方｝35　21 21

25
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P
5
6

　
※
1
1
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「
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一
　
一
　
一

36

P
6
1

1
1
h

48

T6
R9

』
「
巨
1
2

島
曾
所

　
田
ケ

浜
宿
五

×23
123

146413海南

中 S，ii　l　168　i　2 2

土 倉　222　　4 4

an．　eeiell島 津　182 1 1

引 本　｝186　　　　3G　　　　23 7

謬 賀　i　36　　　　20　　　　20 1　vl

A　経営体総数　　B　浅海養殖総数　　C　カキ饗残
（真珠・真珠母貝を含む）なおE欄中※印はその他養殖
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墾殖漁村の成立とその地理学的背；駅（大島）

㎎　　　u酋
㊨ 鰐蛸

的矢◎⑱
1郵亨

④　⑤ ◎　⑧ 船越
’ ⑧ ㊥⑫ 布施田

o 翻
⑳　⑧

五ケ
：三 重　o　⑳

τ蟻

醤津
酷津

㊦ 引回

2♂ 50　60 70 80　go　IGO　　　　％

　　’

一　　　　第2次センサス第3次増加分

Kノリ養殖の卓越する地誌

寃Jキ養殖の卓越する灘区

攝^珠養殖の卓越する地区

一　　　　　第3次厩少分

ら
に
他
の
産
業
と
の
経
済
的
関
係
の
比
較
の
中
に
、
盛
衰
の
い
ろ
い

ろ
な
様
態
を
示
す
状
況
も
、
注
目
す
べ
き
多
く
の
課
題
を
含
ん
で
い

る
の
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
あ
え
て
一
般
論
の
類
型
的
概
説
に
止
め

て
、
具
体
的
な
事
例
研
究
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
。

2図　三一県の養殖漁家率の変遷

た
だ
、
　
第
二
次
漁
業
セ
ン
サ
ス
　
（
昭
和
二
九
年
一

月
一
日
調
査
）
と
第
三
次
漁
業
セ
ン
サ
ス
（
昭
和
三

八
年
＝
月
一
厩
調
査
）
と
の
約
一
〇
年
關
で
、
養

殖
漁
村
の
形
成
・
変
貌
に
顕
著
な
変
化
の
見
ら
れ

る
野
糞
地
方
と
三
重
県
の
例
に
つ
い
て
、
統
計
処

理
か
ら
幾
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

　
漁
業
経
営
体
総
数
に
対
す
る
浅
海
養
殖
漁
家
数

を
仮
に
養
殖
漁
家
率
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
第
二

次
セ
ン
サ
ス
で
こ
れ
が
九
〇
％
以
上
を
示
す
市
町

村
は
全
国
で
六
一
に
達
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
竃
陸

地
方
、
す
な
わ
ち
太
平
洋
北
区
の
岩
手
・
宮
城
・

福
島
三
梨
で
は
津
軽
石
（
九
八
・
五
）
、
米
、
崎
（
九

一
・
八
）
、
階
上
（
九
丁
0
）
、
稲
井
（
九
七
・
七
）

の
二
村
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
三
次
セ
ン
サ
ス
に
な

る
と
多
賀
城
・
利
府
の
一
〇
〇
％
を
は
じ
め
一
〇

地
区
を
数
え
る
に
至
る
。
養
殖
漁
家
率
五
〇
％
以
上
の
も
の
を
養
殖

漁
村
と
す
れ
ば
、
こ
の
地
方
で
は
一
七
市
町
村
か
ら
二
五
地
区
（
但

し
第
三
次
セ
ン
サ
ス
で
は
漁
業
地
区
と
し
て
統
計
を
扱
か
っ
て
い
る
の
で
正

確
な
比
較
に
な
ら
な
い
）
に
変
る
。
し
か
し
三
陸
地
方
の
養
殖
漁
村
の
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変
化
は
こ
れ
ら
の
総
計
の
比
較
に
留
ま
っ
て
は
特
徴
を
把
握
で
き
な

い
。
本
来
、
カ
キ
・
ノ
リ
の
併
養
地
帯
で
あ
る
こ
の
海
域
で
は
、
カ

キ
養
殖
の
停
滞
乃
至
は
減
少
と
、
ノ
リ
養
殖
の
激
増
と
が
養
殖
漁
家

率
の
盛
衰
と
関
連
を
持
っ
て
現
れ
る
。
全
域
中
、
唯
一
の
養
殖
漁
家

率
減
少
は
宮
城
県
大
川
で
あ
る
が
、
養
殖
漁
家
の
実
数
は
共
に
八
四

で
変
化
が
な
い
。
結
局
、
養
殖
以
外
の
漁
家
が
や
や
増
塗
し
て
相
対

的
に
比
率
の
低
下
と
な
っ
た
の
だ
が
そ
の
八
四
の
養
殖
漁
家
も
、
全

戸
カ
キ
養
殖
だ
っ
た
も
の
が
カ
キ
七
一
、
～
、
ノ
リ
一
二
と
分
化
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
の
ほ

る
。
カ
キ
・
ノ
リ
の
比
重
が
逆
転
し
た
も
の
が
、
津
軽
石
・
渡
波
・

稲
井
・
嘱
瀬
・
松
島
・
利
府
・
塩
釜
・
多
賀
城
・
荒
浜
で
、
そ
の
う

ち
多
賀
城
は
絶
対
数
が
少
い
が
全
戸
カ
キ
養
殖
だ
っ
た
も
の
が
全
戸

ノ
リ
養
殖
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
松
島
は
全
芦
カ
キ
だ
っ
た
も
の

が
重
点
を
ノ
リ
へ
、
利
府
…
は
カ
キ
に
重
点
が
あ
っ
た
も
の
が
全
戸
ノ

リ
へ
と
移
っ
て
い
る
。
カ
キ
専
業
の
形
態
を
保
っ
て
い
る
の
は
牡
鹿

半
島
に
近
い
部
分
で
あ
り
、
仙
台
湾
奥
は
ノ
リ
へ
の
転
換
が
顕
著
で

あ
る
。
ノ
、
リ
へ
の
転
換
が
困
難
な
外
洋
側
に
は
女
川
六
四
を
は
じ
め
、

赤
崎
・
大
船
渡
∵
荻
浜
等
に
ワ
カ
メ
養
殖
が
現
れ
る
の
も
養
殖
漁
村

の
一
般
公
式
に
合
っ
て
い
る
。

　
三
重
県
は
伊
勢
湾
奥
・
伊
勢
湾
南
西
部
・
志
摩
半
島
・
紀
州
地
方

で
養
殖
の
類
型
が
模
式
的
に
移
り
変
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
三
次
セ

ン
サ
ス
ま
で
の
段
階
で
は
四
日
市
石
盛
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
影
響
が
統

計
面
に
は
現
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
こ
の
一
〇
年
間
で
県
南
部
の

真
珠
養
殖
の
伸
び
が
臣
立
つ
。
第
二
表
で
は
省
略
し
た
が
真
珠
養
殖

を
更
に
真
珠
と
真
珠
母
貝
に
分
け
る
と
、
浜
島
以
南
は
い
ず
れ
も
真

珠
母
貝
の
養
殖
が
卓
越
す
る
海
域
で
あ
り
、
こ
こ
に
新
し
い
養
殖
漁

村
（
第
二
次
セ
ン
サ
ス
で
養
殖
漁
家
率
五
〇
％
以
下
だ
っ
た
も
の
）
の
成
立

が
目
立
っ
て
い
る
。
腿
来
の
真
珠
養
殖
漁
村
で
も
、
立
神
・
神
明
．

五
ケ
所
で
は
養
殖
漁
家
率
が
一
〇
〇
％
に
な
っ
て
お
り
、
立
神
．
神

明
の
カ
キ
の
消
滅
、
五
ケ
所
の
ノ
リ
の
減
少
を
伴
っ
て
い
る
点
で
注

衝
す
べ
く
、
こ
れ
は
ノ
リ
養
殖
漁
村
の
木
曾
岬
・
天
白
が
一
〇
〇
％

に
な
っ
た
こ
と
と
共
に
、
養
殖
漁
村
の
専
業
化
の
傾
向
を
証
明
す
る

も
の
で
あ
る
。
ノ
リ
地
帯
の
う
ち
、
東
豊
浜
・
伊
勢
が
養
殖
漁
家
率

の
低
下
を
来
し
て
い
て
い
る
の
は
、
統
計
処
理
上
に
問
題
が
あ
り
、

必
ず
し
も
養
殖
漁
業
の
停
滞
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
漸

移
地
帯
に
当
る
浦
村
は
カ
キ
養
殖
が
ノ
リ
．
真
珠
を
圧
し
て
い
る
唯

一
の
例
で
あ
り
、
か
つ
て
の
カ
キ
養
殖
地
、
引
本
・
根
賀
が
真
珠
母

貝
に
転
じ
た
の
と
対
照
的
で
あ
り
、
岡
じ
く
与
奪
地
帯
に
当
る
的
矢
．

飯
浜
・
国
府
に
南
か
ら
真
珠
、
北
か
ら
ノ
リ
が
入
っ
て
共
存
し
て
い
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縫殖漁村の成立とその地理学的背景（大島）

る
の
も
面
白
い
。

　
論
中
し
ば
し
ば
述
べ
た
よ
う
に
、
具
体
的
な
調
査
事
例
を
敢
え
て

避
け
た
た
め
、
却
っ
て
論
旨
の
明
確
さ
を
欠
い
た
点
が
あ
る
の
は
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
方
が
な
い
。
養
殖
漁
村
の
成
立
を
事
例
研
究
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ

で
は
何
故
生
産
の
主
眼
を
海
に
向
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
何
故

そ
の
海
で
特
別
な
漁
場
管
理
を
必
要
と
す
る
養
殖
業
に
意
を
用
い
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
か
ら
出
発
し
て
、
そ

こ
の
歴
史
的
基
盤
と
社
会
的
・
経
済
的
背
景
を
分
析
す
る
と
い
う
、

地
誌
学
の
方
法
を
着
実
に
踏
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
結
語
と
し
て
お
き
た
い
。

　
①
青
野
寿
郎
「
漁
村
」
（
『
薪
地
理
学
講
盛
第
五
巻
』
人
口
集
落
地
理
、
昭
和
二
九

　
　
年
、
所
収
）
、
一
一
〇
頁

　
②
羽
原
又
吉
『
日
本
漁
業
経
済
史
隔
上
巻
（
昭
和
三
二
年
）

　
③
拙
稿
「
水
産
饗
殖
業
の
地
理
学
」
（
『
人
文
地
理
』
＝
ハ
巻
一
暑
、
昭
和
三
八
年
）

　
④
羽
原
又
吉
『
日
本
古
代
漁
業
経
済
史
陸
（
昭
和
二
閥
年
）

　
⑤
稲
葉
伝
三
郎
「
淡
水
増
殖
学
」
（
『
水
産
学
全
集
』
一
、
昭
和
三
六
年
）
、
三
頁

　
⑥
、
種
蒔
の
法
と
も
い
う
。
伊
豆
川
浅
吉
「
越
後
三
面
州
鮭
漁
業
の
史
的
考
察
し

　
　
（
『
渋
沢
い
漁
…
町
史
研
究
予
報
比
滞
』
第
一
輯
、
昭
　
和
～
六
年
）
。
片
山
「
房
細
口
『
大
目
本

　
　
水
産
史
』
　
（
昭
和
一
二
年
）
、
四
三
頁

　
⑦
清
光
照
夫
『
漁
業
の
歴
史
』
（
日
本
歴
史
三
二
、
昭
和
三
二
年
）
、
一
六
七
頁

　
⑧
園
村
正
「
浅
海
増
殖
学
」
（
『
水
産
学
全
集
』
二
、
昭
和
三
五
年
）
、
二
〇
〇
頁

⑨
拙
稿
「
日
本
の
水
産
業
」
（
『
産
業
地
理
学
の
諸
問
題
』
上
、
昭
和
三
八
年
、
所

　
収
）
、
二
二
七
頁

⑩
　
拙
稿
「
変
貌
す
る
水
産
養
鑓
業
地
域
i
的
矢
湾
の
カ
キ
に
つ
い
て
i
」
（
『
人
文

　
地
理
隔
九
巻
一
号
、
昭
和
三
二
年
）

⑪
　
喜
多
村
俊
失
「
様
々
な
生
活
様
式
の
村
」
（
『
人
文
地
理
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
村
落
社

　
会
地
理
、
昭
聯
三
二
年
、
所
収
）
、
一
鴎
八
頁

⑫
青
野
寿
郎
『
漁
村
水
産
地
理
学
研
究
』
第
一
集
（
昭
撫
二
八
年
）

⑬
　
潮
見
秀
隆
『
漁
村
の
構
造
隠
　
（
昭
瀦
二
九
年
）
、
㈱
二
頁

⑭
鈴
木
三
郎
『
浜
名
湖
漁
業
及
漁
業
権
の
研
究
臨
（
昭
和
＝
二
年
）
、
六
頁
、

⑮
　
大
和
裕
…
子
コ
空
聾
湾
に
お
け
る
浅
草
ノ
リ
の
養
殖
」
　
（
『
境
代
地
理
講
座
隔
五
、

　
海
洋
と
睦
水
の
地
理
、
昭
和
ゴ
～
＝
ヰ
う
所
収
）
、
一
五
二
頁

⑯
水
産
庁
「
広
島
牡
蠣
饗
殖
場
二
関
ス
ル
販
調
書
」
（
『
浅
海
増
殖
資
料
』
第
三

　
輯
、
一
）

⑰
　
国
論
冨
毅
「
広
一
島
の
か
き
」
　
（
『
経
済
評
論
』
七
巻
一
二
暑
・
、
昭
和
　
二
粛
一
年
）

⑱
河
岡
武
春
『
瀬
戸
内
海
漁
業
罵
俗
ノ
ー
ト
』
一
（
日
本
常
民
文
化
研
究
所
ノ
ー

　
ト
、
三
〇
、
昭
和
三
一
年
）

⑲
拙
稿
「
養
殖
漁
業
の
地
域
差
に
つ
い
て
」
（
『
西
日
本
漁
業
経
済
論
集
墨
型
六
巻
、

　
昭
和
四
〇
年
）

⑳
拙
稿
「
地
理
的
に
見
た
水
撃
養
殖
業
地
域
一
英
虞
湾
の
真
珠
に
つ
い
て
一
」

　
（
『
入
文
地
理
』
七
巻
二
号
、
昭
和
三
〇
年
）

⑳
拙
稿
「
壱
岐
爽
珠
養
殖
業
の
地
域
曲
性
格
」
（
『
漁
業
経
済
研
究
竺
四
巻
三
琴
、

　
昭
瀦
照
一
年
）

⑳
　
近
藤
康
男
・
八
木
正
昭
『
浅
海
増
殖
業
の
地
域
性
一
漁
業
権
セ
ン
サ
ス
・
漁
…
業

　
協
同
組
合
調
査
・
漁
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
ド
ッ
ト
・
マ
ッ
プ
i
』
（
昭
和
二
八
年
）
、

　
拙
稿
「
四
園
西
南
部
養
殖
…
漁
…
村
一
顯
…
型
区
分
に
よ
る
槻
総
済
地
軋
誌
の
試
み
一
」

　
（
『
経
済
地
理
学
年
報
』
一
二
巻
二
暑
、
昭
和
姻
一
年
）
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The　Change　of　ConftlciaRism　and　People
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
　　　　　　about　HeihachirδOshio大塩平八郎

by

Kimiko　Miyagi

　　　　　　　　　　　　ゐ
　　HeiJzachiγ∂Oshio大塩平八郎iR　this　article　has　been　well－known　by

the“Oshio’s　Rebellion”in　the　8th　of　Tempo天保．　There　has　been　his

eva玉Uation　that　ilユOsaka大阪aShogunate　oMclal　with　the　colnmons．

criticised　the　feudal　system　and　swayed　it　fundamentally，　but　his　thought

has　ever　been　left　uncertain．

　　This　article　tries　to　grasp．Oshio’s　whole　idea；we　are　to　exp王ain　why．

he，　one　of　the　feudal　rulers　and　a　scholar　of　the　Wang　y盈g－ming陽明

school　with　the　Confucan　thought　which　was　changed　hユto三dea韮is1：n．

cr圭tic圭sed　the　feudal　system，　and　at　once　refer　t◎the　way　of　the　com．．

mons　and　their　idea　i1ユthe　process　of　modern圭zation，　at　the　end　of　the

Shogunate　period．

EStablishment　of　Culture－fishlng　Villages　and

　　　　　　　their　Geographical　Background

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J6ji　Oshima

　　The　appearnce　of　cuiture－fishing　viliages　in　the　Japanese　fisliing　vil－

lages　may　be　traced　back　to　the　middle　period　of　the　Tokttg’awa徳Jl【

shogunate．　lt　ls　due　to．the　speciality　in　this’field　that　the　history　of

．establishment　of　culture－fishing　villages　．．slips　out　by　a　scene　in　time

with　the　history　of　development　of　raising　fishery　proper．

　　This　artic｝e，　after　treating　the　history　of　de’velopment　of　raising　fi－

shery　as　a　premise，　expiains　the　oyster　farming　regiolt　in　the　Hiroshima

広島bay　as　an　example　of　early　established　culture－fishing　villages．

On　the　next　step，　we　have　to　recognize　tlie　importance　of　this　type

of　fishing　not　sinpiy　because　it　is　one　aspect　of　fishery　production　but

cause　of　its　competitive　position　among　other　primary　and　secondary

industries．　We　try　to　analyse　the　transforming　process　of　culture一
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fishing　villages　for　about　ten　years　from　the　second　fishery　census

（1954）　to　the　thlrd　fiskery　census　（1963），　following　the　examples　of

the　Mie　三重　prefecture　and　the　Sanrilezt　三陸　district，　through　the

statistical　dlsposal　of　its　trend　of　specialization　and　industrialization．

Development　of　Rule　by　the　M∂ri毛利Clan　and

　　　　the　Construction　of　the　Retainers　Group

　　　　　　　　　　　at　the　End　of　Tensha天正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　TsuReaki　Toshioka

　　This　article　explains　the　realities　of　tlie　developing　process　of　the

M∂三毛5FIJ　clan’s　rule　and　the　construcdon　and　apPlication　of　the　reta－

ineごs’group，　through　the　analys圭s　of“Hakfealeohtt－onjidai－bugencho”八

箇国御時代分限帳．Direction　of　establishme撹of　dai・mツδ大名（feudaI

lord）　lordship　was　certainly　forthe　unification　of　the　territory，　excluding

the　various　medlaeval　powers　in　the　territory；　to　exPlain　this　fact，　it

should　be　examined　that　the　form　of　upper　vassals’　feud　with　strong

residentiary　changed　from　Ando安堵feud　to、4tegai宛行feud，　from

the　dispersive　Irileumi入組government　by　new　Onkyttchi．，慰給知to

transitional　negatioi3　of　its　privilege．　ln　this　transition　the　residentiary

of　the　former　lords　was　denled　and　daimyo’s大名　lordship　penetrated

into　the　whole　territory；and　the　trend　of　the　Mori’s毛利unification

proceeded　to　Akii安芸一Bingo備後，　Su6周二一Nagato長門，　Iwami石見

一leztmo出雲，　Olei隠岐，　H∂lei伯養，　and　Biccht：e備中．　As　a　result　of

S6koleu－leenchi惣国検地which　was　ell麦orced　over£he　whole　territory

、after　Tensho　16，　eight　countfies　w圭th　1，120，000々。勧石of　the　clan　were

Authorized　by　the　Toツotomi豊：臣：and　at　last　the　boundary　of　its　territory

’wwas　established．
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